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美術作品の複製と著作権 
─19世紀ドイツにおける絵画・版画・写真をめぐる議論を中心として─

酒　井　麻千子

１．はじめに

現在の著作権法では、原作品に依拠し、原作品における創作的表現を再現したものを全て複製
と捉え、それが機械的な複製であるか人の手によるものであるかという区別は存在しない。例え
ば現行の日本著作権法第２条１項15号では、「複製」は「印刷、写真、複写、録音、録画その他
の方法により有形的に再製すること」と定義されており、再生可能な方法で媒体に著作物等を記
録し、多少の修正等が加えられていたとしても、原作品と複製作品とが実質的に同一であれば複
製であると考えられている１。従って、著作者の許諾を経ない書籍のコピーやスキャン等の機械
的な複製はもちろん、絵画の模写等についても、そこに新たな創作的表現が付加されていなけれ
ば２複製権侵害であるとされる３。
このように、原作品と複製作品との実質的な同一性で著作権法上の違法な複製を捉え、複製と
翻案との境界を新たな創作的表現の付加によって判断する枠組は、現在では広く共有されてい
る。しかし模写は、デッドコピーと呼びうるような、すなわち原作品の完全なコピーを目的とす
るようなものは別として、あるいはひょっとするとそのような場合においても、機械的な複製と
は異なり、模写の制作者の癖や筆跡のようなものがあらわれることがある。美術の著作物の創作
性判断においては、筆使いやタッチのようなものに個性があらわれていることを要求することか
ら、どのような基準で「実質的な同一性」と「新たな創作的表現」を区別して捉えるのか、とい
う点が問題となりうる。
この点、著作権法において違法とされる複製を歴史的に検討すると、現代における複製概念は
法の歴史上当然に受容されてきたものではなかったと考えられる。活版印刷術等の複製技術の発
達を背景に成立した著作権法において、当初違法とされる複製として保護の必要性が主張されて
いたのは、活版印刷機による書籍の大量複製（いわゆる Nachdruck：以降翻刻と訳す）をター
ゲットとしたものであり、版画等を使った絵画の複製などは含まれていなかった。書籍の無断複
製者は元の書籍にしたがって一字一句違わず活字を組み、版面を作って機械的に印刷する作業を
行うのみであったのに対して、版画による絵画の複製では、下絵を描く・彫る・刷るといった作
業が発生していることから、両者を同一視するのは不可能であるというのがその理由であり、
従って、版画による絵画の複製は著作権法上違法な複製ではない、と考えられていた４。その
後、書籍の無断大量複製を違法とする解釈枠組をある種拡張するような形で、版画による絵画の
複製も違法であるとされたが、そこには大きな議論の対立や解釈における葛藤があり、単純に書
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籍の複製を絵画に拡張した、とは言い切れない事情が存在している。さらに、1830年代に登場し
た写真という理想的な絵画の機械的複製手段との関係において、manuellな要素を含む版画によ
る複製をどのように位置づけるか、という点が一層問題となったと考えられる。
本稿では、著作権法において当初対象ではなかった版画等による絵画の複製が、どのような解
釈や議論の中で違法な複製とされていったのか、そして複製技術としての版画や写真が著作権法
上どのように位置づけられていったのか、という点について、関連する諸学説や立法過程を検討
し、現代における複製概念の源流をさぐることを目的とする。中心的な時代及び対象国は19世紀
中盤～後半のドイツを中心とする。これは、当時のフランスやイギリス等のヨーロッパ諸国と比
べ、書籍の複製と絵画のそれを同一視することについて慎重な姿勢を見せており、本稿の問題意
識を検討する上で良い素材となることが期待されるためである。
まず２．では、1837年のプロイセン著作権法制定時においてなされた絵画の複製に関する議論
を、成立した条文とともに検討する。３．では、プロイセン著作権法及びプロイセンのイニシア
チブによって成立した1837年のドイツ連邦決定における絵画の複製に関する規定について、前時
代の論者との接合を含め解釈論を展開した Hitzig、Jollyについて検討を加え、その後の議論の展
開を追う。４．では、特に1860年代以降活発になった、版画による絵画の複製と写真によるそれ
を区別するような議論について検討を行う。最後に５．で全体をまとめ、今後の課題を述べる。

２．1837年プロイセン著作権法と絵画の複製

２－１．18世紀末〜19世紀初頭の著作権理論
18世紀末～19世紀初頭のドイツにおいて、著作権に関する議論の中心となっていたのは、翻刻
出版の違法性に関するもの、すなわち書籍の複製であり、絵画の複製に関する議論はそもそも言
及されないか、されたとして付随的なものにとどまっていた５。また、翻刻出版を違法とするた
めの理論構成に偏重したがゆえに、絵画の複製は自由であると考える論者が多数を占めていた６。
書籍からその翻刻本を作成する際は、元の書籍を一字一句違わずただ活字を組み、版面を作成
して、大量印刷するという過程を踏んでおり、活字を組む作業も印刷作業も非常に機械的であ
る。したがって、原作者の創作を機械的に複製する作業しか行っていない翻刻出版を、原作者と
の関係で違法とし、書籍の複製に関する権利を原作者に独占させるのが妥当であると解された。
しかし、原画から複製画・複製版画を作成する際は、描画・彫刻作業等の過程で複製画家その人
固有の美感や形式が入り込むことから、両者は別のものである─少なくとも書籍のような機械的
な作業であると評価することはできない─とされ、版画等による絵画の複製は自由に行うことが
可能であるとされた７。

２－２．プロイセン著作権法制定過程における議論
以上のように、当時のドイツでは絵画の複製を違法ではないとする見解が多数を占めていたと
考えられる中、ドイツで最初の近代的な著作権法と称される1837年プロイセン著作権法（「学術
作品及び芸術作品の無断複製に対する所有権保護に関する法律」 Gesetz zum Schutze des 
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1837）では、芸術作品の複製に関する規定を置き、版画等による絵画の複製を禁じる権利を画
家・版画家に認めた。具体的な立法過程については既に詳細な検討がなされているため本稿では
省くが８、絵画の複製に関するものとして注目すべき議論について検討を行う。
プロイセン著作権法において絵画の無断複製を違法なものとして捉えるべきであると理解され
た背景にはいくつかの事情が存在する。すなわち第一に、当時法制定に携わった者の間で、18世
紀末有力に唱えられた「精神的所有権」論の受容が見られ９、さらにこの理論を拡張する形で、
絵画等美術作品の複製に関する規定を著作権法に取り込もうとする動きが見られたことである。
２－１で述べた通り、18世紀末に「精神的所有権」論を主張した論者においては、書籍の複製と
絵画の複製を明らかに別のものとして捉えているが、プロイセン著作権法制定に大きな役割を果
たした枢密参事官の Philipsborn10は、精神的所有権の本質が、作者の排他的処分権限の侵害を作
者による許諾のない量産とするところにあると捉え、このような所有権概念から、造形芸術の著
作物の保護根拠が導かれる、と考えた11。
第二に、当時の諸外国、特にフランスやイギリスでは精神的所有権に基づき、無断複製からの
保護を既に美術作品にまで拡張していたことから、ドイツもこれにならう必要があることを指摘
している点である12。
第三に、書籍・音楽・芸術に関する利益団体の活動である。当時、版画等の技術が多様化し、
より廉価で精密な複製画が描かれるようになった。加えて、当時の一般的な傾向として、芸術趣
味を形成し洗練させることの重要性が説かれ、以前の主要な絵画の購買層だった宮廷や諸侯だけ
でなく、経済的な影響力を増大させていた裕福な市民層も絵画を購入するようになったため、
オークションやギャラリーでの展示販売も増え、絵画の複製作品の流通は以前と比べ非常に拡大
していた13。これによって、絵画等の原作品の作者を保護する必要性が増大したと考えられる。
本稿との関係では、王立プロイセン芸術アカデミーが請願書を送っており、その中で芸術作品の
複製からの保護を求めている14。

２－３．1837年プロイセン著作権法と絵画の複製
このような背景のもと立法されたプロイセン著作権法では、まず文書に関する規定が置かれ

（１～17条）、文書の規定が適用されるものとして図面（18条）及び楽曲（19～20条）が続き、そ
の後に芸術作品に関する規定が置かれた（21～31条）。このうち、書籍等の複製との関係で検討
すべき条文は以下の５つである。

１条 　既に創作された文書の全部または一部を、新たに版面を作らせる（abdrucken）、ある
いは何らかの機械的方法によって量産させる（auf irgend einem mechanischen Wege 

vervielfältigen）権利は、その文書の著者あるいはその権限を継承した者のみに認められ
る。

２条 　あらゆるそのような新たな量産は、その量産がそれにつき排他的権限を持っている者
の許諾なくなされた場合には、翻刻と呼び禁止される。

21条 　素描や絵画を、それら原作品の作者やその権利承継者の許諾なく、銅版画、鋼版画、
木版画、リトグラフ、多色刷り版画、転用（Übertragung）等を用いて量産（Vervielfälti-Vervielfälti-
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gung）15することは禁じられている。
24条 　禁止される模写とみなされないのは、絵画あるいは図画的な芸術で製作される芸術作
品を、造形芸術の手段でもって、あるいは逆で［筆者注：彫刻等を絵画等で表現する場
合］、表現される場合である。

29条 　原作品とは異なる芸術手法、例えば銅版画、鋼版画、木版画等（21条）あるいは鋳造
や塑造（22条）によって適法に製作された芸術作品の模写（Abbildung）は、その複製
物を製作するところの版や型が利用可能である限り、その複製者あるいは権利承継者の
許諾なく純粋に機械的な方法によって量産されてはならない。…

ここで、絵画の複製に関する条文と書籍等の文書の複製に関する条文については以下の３点が
異なると考えられる。すなわち第一に、絵画の複製の場合に問題となる銅版画等の作成は「量
産」が問題となっており、文書の複製に関する条文のように「機械的方法」による、といった文
言が付加されていないことである。第二に、絵画の複製の場合は、文書の場合のような「版面を
作る」行為は禁止されておらず、「量産（vervielfältigung）」の禁止に主眼が置かれていたことで
ある。そして第三に、文書の複製においては、24条のように原作品と全く異なる表現手段を用い
た複製に関する規定や、29条の芸術作品の複製物のさらなる複製行為に関する規定が置かれてい
ないことである。

２－４．まとめ
以上のように、18世紀末から提唱された「精神的所有権」論を拡張解釈するような形で、絵画
等の美術作品の無断複製からの保護が原画の作者に認められることとなった。しかし細かく検討
すると、なお書籍の複製と絵画の複製を何か異なるものとして取り扱っていることが見受けられ
る。版面を作る行為を除外している規定、そして29条のような複製作品自体の保護に関する規定
を設けていること等、書籍の複製にはない美術作品独自の規定ぶりについて、更なる検討が必要
となる。
プロイセンの動きとほぼ時を同じくして、ドイツ連邦においても無断複製からの保護に関し連
邦内部で議論が重ねられ、1837年に連邦決定が出された16。ここでも、絵画の複製については
（特にプロイセンのイニシアチブによって）検討されており、1835年に提出された提案では、「そ
の性質上機械的方法による量産が可能な芸術の著作物」に対して、許諾なく機械的方法により量
産することを禁じる旨の規定が置かれ17、1837年連邦決定にも引き継がれた。この1837年連邦決
定はプロイセンのみならず連邦諸国に影響を与えるものであったことから、各地において新たな
著作権法の制定に関する動きが見られ、その中で絵画の複製に関する規定が設けられた。

３．絵画の無断複製に関する権利の根拠づけ

絵画の複製に関する上述の規定に関しては、その前時代の論者の見解との接合や、書籍の複製
との関係において、さらなる解釈が必要であると考えられる。本章ではまず、絵画の無断複製を
禁止することの正当化理由と、そこで問題となる「機械的複製」の解釈について検討を行う。
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1830～1850年代の論者として、Hitzigと Jollyを取り上げ、 その後、ラント諸国の立法や連邦会議
等においてどのような議論が交わされたのかにつき概観する。

３－１．Jurius Eduard Hitzig
1837年プロイセン著作権法が公布された翌年の1838年に公刊された Hitzigのプロイセン著作権
法コンメンタール18では、プロイセン著作権法の制定過程を概観したのち、制定過程等で言及さ
れたMotiveや報告書などを元にして、各条文につき解説を加えた。

Hitzigは、国務参議会（Staatsrat）での法案作成時の議論を踏まえ、絵画の版画等による複製
に際して必ず生じ、機械的方法ではなく（複製者の）技法によってのみ作成されうる「最初の模
写」の存在に言及し、この点が絵画の複製を違法とする際に問題となることを挙げる。しかし、
当該著作権法で問題としているのは「量産」の問題であることを強調する。すなわち、「原作者
以外の者が、自ら芸術的に作成したあらゆる複製版が認めうる利益を享受することは認めるが、
それらの複製版を機械的方法によって『量産』することをもくろむとすれば、それは…原作者に
のみ認められている利用を求めることになる」19と論じ、量産にかかる場合には芸術作品の作者
にそれら量産を禁止する権利が認められるとした。
また Hitzigは、著者と同様に芸術家も第三者による絵画の量産を禁止する権利を持つ根拠とし
て、各省委員会（Ministerial=Kommission）での著作権法案作成時に挙げられた根拠に言及する。
すなわち、⑴芸術家にある芸術作品を製作した人に、その作品の流布や模造や量産から生み出し
うる利益を可能な限り確保し続けることが妥当であること、⑵芸術家が、作品を歪曲するよう
な、自らの芸術家としての名声を危険にさらすような模写を防ぐという重要な利益を有している
ことの２点である20。さらに国務参議会での議論においては、既にプロイセン一般法には銅版画
の複製に関する規定があり、これを元に、現代の状況に合わせて拡張することは可能であると考
えていたことを挙げている21。

３－２．Julius Jolly
のちにバーデン公国内務省参事官となり、その後のドイツ連邦における著作権法形成に大きな
役割を果たしたとされる Julius Jolly22は、ハイデルベルク大学の講師時代に執筆・公刊された翻
刻に関する著書23において、絵画の複製についても大きく取り上げている。
まず Jollyは、プロイセン政府が連邦議会に提出した覚書の記述に基づき、芸術作品を大きく
⑴地図や建築図面等の図面、⑵銅版画や鋼版画等の版画類と鋳像、⑶絵画や彫刻の３つに分類
し、それぞれについて、書物の複製との関係で問題となる「機械的量産（mechanische 

Vervielfältigung）」を見いだすことができるか否かを検討する。⑴については、原作者の熟練や製
作に際しての知識や研究と比べ、複製者の作業はさほど能力を使わないことから、これを純粋に
機械的な行為であるとみなすことは可能であるとした。⑵では、鋳像については純粋に機械的な
量産といいうるのに対して、版画等では元の版画の原版の濫用を除いて純粋に機械的な量産は不
可能であり、複製版画を作る者には元の版画と同程度の技量を有している必要があるとした。⑶
についても、彫刻は同じ大きさの複製を作ることが容易であり、その場合純粋に機械的な量産が
ありうるが、絵画については原画の作者と同程度の技量を有する必要があるとした。したがっ
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て、芸術作品の場合、文芸的製作物のような機械的量産は不可能であることが多く、また行うこ
との可能な模写は、オリジナルの創作者に対する重大な不利益を簡単には引き起こすことができ
ないようなものであると述べた24。

Jollyの議論の中で繰り返し言及されているのが、18世紀末の「精神的所有権」論者が芸術作
品の複製に対して有していた感覚である。すなわち、「より古い時代に翻刻について述べた論者
が本来の芸術作品の模写について翻刻の原則は適用できないと捉え、むしろそのような模写はあ
らゆる人々に許されるものとみなしていたことは十分に理解できる」と述べ、実際にドイツ連邦
での議論においても、翻刻からの保護に関する議論が始まった当初は、地図等の図面の模写を禁
止することに限定されていたことを挙げた25。
このような状況から２．でも検討したように、プロイセン、及びそのイニシアチブにより進め
られた1830年代のドイツ連邦での議論において、翻刻概念が拡張されていった根拠として、Jolly

は以下の２点を挙げる。すなわち、⑴「翻刻に対する立法の中できわめて勢力的なプロイセン政
府の覚書において、何度も強調されているところの、ある精神的所有権の間違ったイメージが作
用したに違いないと思われる」こと、そして⑵多くのドイツの個別法において、書籍の翻刻だけ
でなく様々な複製行為を禁止対象としていたことである26。そしてこの２つの根拠どちらにおい
ても、翻刻概念の芸術作品への拡張を正当化することはできないとして、Jollyは、書籍の翻刻
との一定の類似点を見いだすこと、そして一度特定の方法で形成された芸術商の利益を考慮する
ことの２点を正当化理由として挙げた27。
前者については、1835年連邦提案の文言から、独自の価値を持たず、当該模写によりオリジナ
ルの利用が代替され、それによってオリジナルの価値が失われ、オリジナルの量産にのみ価値を
有しているような模写を翻刻であるとみなしうると解した28。したがって、版画や絵画のような
芸術作品の模写であっても、上述のような模写に該当する場合には禁止されるとした。後者につ
いては、とりわけ銅版画等の最初からある程度の量産を前提とした芸術作品の場合、作品を仕上
げるためには原画を描く者、彫り師、刷り師など多くの者が介在し、組織的な作品制作が行われ
ており、その商売は翻刻に対する保護なしには正規の方法で存続できないという点を挙げてい
る。
最後に、１枚・１体のみの複製物の作成を禁止することができるか否かという問題について
は、版画等のようにオリジナルの当初から大量の複製物の作成が行われるものに関しては、個々
の、それゆえ比較的非常に多くのコストのかかる複製物を１つ作成することは問題にならないと
した。他方で絵画等のように初めから１枚・１体のみ製作するような芸術作品の場合には、複製
物の価値が部分的であってもオリジナルのコンセプト（Konzeption）に根拠づけられていること
から、これを禁止するのが妥当であるとした29。

３－３．1850年代以降の連邦決定の改正に向けた議論
第２章で論じたように、1830年代後半にドイツ連盟会議での決定がなされ、美術作品に文芸作
品と同様法的保護を与えることが決定した。また同時期にプロイセンではドイツで初めての本格
的な著作権法が制定され、美術作品を機械的複製から保護する規定が盛り込まれた。これらの影
響を受け、各ラントでも美術作品に著作権法による保護を与えるための法改正がなされ、バイエ
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ルン王国、ザクセン王国等をはじめとして、多くのラントで著作権法の改正あるいは新たな著作
権法の制定が行われた。
しかし、文芸作品・美術作品どちらの規定においても、各ラントでその規定ぶりが微妙に異な
ることによる法執行の問題が明らかとなり、また連邦決定に基づく保護では不十分であることか
ら、さらなる保護を求めて、1850年代以降連邦決定の改正へ向けての動きが活発になった。
この1850年代の議論を牽引したのはザクセン王国である。ザクセン王国内務省の指示のもと、
ドイツ書籍商組合に対して改正草案の作成が要請され、1857年に３人委員会から草案が提出され
た30。

41条 　スケッチや油絵の模写、特に銅版画、鋼版画、木版画、リトグラフ、色彩版画、転用
あるいは類似の手法によるそれらの量産、ならびに写真術（ダゲレオタイプ、
Photographieなど）あるいは類似の手法によるそれらの量産は、その芸術作品の著作者
あるいはその権利承継者の許諾なくなされた場合は、禁止される。この禁止はしかし、
金銭の獲得のために用いられるような模写や量産にのみ該当する。

まず41条の大きな特徴として、量産にとどまらない模写を対象としていることが挙げられる。
すなわち、1837年の連邦決定やプロイセン著作権法をはじめとして、機械的方法による芸術作品
の量産を禁止する規定が多かった中で、バイエルン王国及びブラウンシュヴァイク公国は量産に
限らないあらゆる模写について、著作者及びその権利承継者の許諾が必要であると規定してい
る。本法案の審議の中で、芸術専門家はこれらバイエルン王国31やブラウンシュヴァイク公国32

の規定を望ましいものとしたため、本法案に盛り込まれた33。
絵画の複製の禁止を機械的手法による量産に限定するとする従来の見解は、技芸による、すな
わちある芸術家による芸術作品の模写は、「個々の芸術的に制作された」コピーであることを理
由として、原作者や権利承継者の許諾を必要とせず自由に模造をすることができると理解してい
た。これに対して本法案のMotiveでは、禁止される模造の範囲を拡張するにあたり２点の理由
を提示した。第一に、機械的方法によって多数のオリジナルに類似したものを作り出すことも、
芸術的に１枚のコピー（Einzelkopie）を作り出すことも、原作者が得ようとした利益を縮減させ
るものである。特に芸術的に一枚のコピーを作る場合、機械的に量産するよりもオリジナルに似
せて作ることができる場合もある。以上から、機械的か否かの区別なく、原作者に完全な保護を
与えるべきであるとした34。
第二に、芸術家の金銭上の利点を別にしても次のことが生じる、すなわちその利益は同時に、
芸術家としての名声を危うくしうる粗悪なあるいは醜い模写の予防にもあり、またこの保護の法
的根拠は、不十分な機械的量産の場合と同じ位、間違った複製物にもあてはまるため、原作者の
保護を拡張すべきであるとした35。
ただし、無制限に広範囲な保護を与えるものではなく、それらの模写や量産が金銭を得る目的
でなされた場合には禁止する、という条文を設けた。従って、「純粋に芸術的な興味」から模写
を行うことは妨げられないとした36。
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３－４．まとめ
以上のように、当初はそもそも自由なものとして捉えられていた絵画の複製を違法なものとし
て禁止するような法律が制定されたことを直接の契機として、制定法に則した形での根拠を模索
し、絵画の複製と書籍の複製との類似点をさぐるための理論的考察が1830～50年代になされた。
そしてそれらの理論の蓄積が一定の効果を結んだことや、各ラントでの規定のあり方の違いも重
なり、「機械的量産」のみに限定されていた絵画の複製の禁止を、あらゆる模写に対して適用す
るような、さらなる動向が生じた。その理由としては、機械的手法による大量複製だけでなく、
１枚コピーにおいても、原作者の利益が縮減されることには変わらないこと、そして粗雑な模写
の予防が主張された。この傾向は以降変化することなく、1876年の美術著作権法においても踏襲
された。

４．複製物の更なる複製に対する権利

２．でプロイセン著作権法29条では、適法に作成されたある作品の複製物について、それをさ
らに無断で機械的に量産されるのを禁止する規定が設けられた。その理由としては、絵画の複製
というのが書籍の複製とは異なり複製者独自の作業を含むものであるため、それを独自に保護す
る利益が存在することに加え、例えば複製版画や複製絵画というものがひとつのジャンルとして
市場を形成していることも挙げられる。
1850年代の時点において、適法になされた複製版画等のさらなる複製を複製版画家が禁止でき
る、という規定を明示的に置いていたのは1837年プロイセン著作権法（29条）を初めとして非常
に少なく37、他のラントでは判例および学説においてこの点が議論されることとなった。既に規
定のあるプロイセンにおいても、複製作品の権利の解釈については様々な見解が存在していた。
すなわち、原作者からの許諾を受ける等して、複製版画を適法に作成した場合、当該複製版画に
は更なる複製に対する何らかの権利が認められるか。認められるとして、複製版画家がさらなる
複写や量産に対抗する複製版画固有の権利を主張することができるのか、あるいは原作者から複
製の権利が譲渡されている、すなわち原作者の権利承継者としての地位でもってさらなる複写や
量産に対抗できるに過ぎないと考えるのか。この点、保護期間が切れる等により、既に複製に対
する権利を有しないような原作品を模写した場合についても併せて検討を行う必要がある。
さらに、1839年の写真の登場以降、写真技術は瞬く間に普及し、表現手段としてだけではな
く、絵画等の複製手段としての立ち位置をも形成しつつあった。この写真による絵画の複製と、
版画等の複製は同種のものと捉えられたのだろうか。本章ではまず主要な学説・判例とその後の
ドイツ連邦における草案等の作成を含めた議論を概観しつつ、写真による複製と版画による複製
の位置づけについて検討を行う。

４－１．1850〜1870年代における複製作品のさらなる複製に関する学説及び判例
まず、芸術作品の複製物は、独立した客体として保護を享受するのか、それとも原作者等との
関係において許諾を受けた範囲で保護を享受するに過ぎないのか、という点が問題となる。
まず⑴について、Goltdammerは、1864年になされた大理石のレリーフに関わる判決を軸とし
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て、複製者の精神的所有権は独立した客体を持たず、原作品の作家の精神的所有権に吸収される
形で、あくまでも原作者との関係において成立するものであること、複製物が独立した客体にな
れるのは、原作品の著作権保護期間が切れる等、原作品が精神的所有権の客体であることをやめ
た時であると論じた38。これに対して、Klostermannはこれを批判し、複製物は一方では利用され
たオリジナルの複製（Reproductionen）だが、他方ではもとの美術的イメージを新たな表現手段
で複製する独立したオリジナル芸術作品であるため、適法な複製者の著作権は当該複製物を客体
として成立するものであるとした39。
複製画家や複製版画家等の保護に関する裁判例はいくつか存在する。プロイセン法研究者も含
めた多くの研究者が検討の素材にする裁判例としては、バイエルン王室所蔵絵画リトグラフ複製
の無断複製事件（1855年）がある。これは、ミュンヘンを拠点とする芸術商の Piloty ＆ Löhle

が、ピナコテークとバイエルンルートヴィヒ王の私的収集品の絵画をもとに、王の許可を得た上
で、リトグラフによる複製及びその作品集を製作したが、ライプティヒを拠点とする A. H. 

Payneがそれらリトグラフをさらに鋼版画で複製し作品集にしたものを出版したことについて、
Payne が Piloty＆ Löhleのリトグラフを違法に複製したものとして、バイエルンおよびザクセン
で訴追されたものである。バイエルンでは Pilotyと Löhleの主張が認められたが、ザクセンでは
独立した考案が見られないとして否定された。
この Piloty＆ Löhleと Payneの裁判に対しては、複製作品の制作を生業とする芸術家から、自
分達の行っている複製作業は「複製芸術家」と評価されるようなものであるにも関わらず、保護
が認められないとするならば、それは写真のような機械的な複製作業と同視されているのに等し
い、として、厳しい避難の声が上がったとされる40。
また、写真による複製についてはどのように考えられたのか。これについては、『ティトゥス
によるエルサレム破壊』複製銅版画の無断写真複製事件（1857年）がある41。これは、バイエル
ンのルートヴィヒ王が所蔵するWilhelm von Kaulbach作『ティトゥスによるエルサレム破壊（„die 

Zerstörung Jerusalems durch Titus“）』を、ミュンヘン在住の銅版画家Merzが銅版画によって適法
に複製し、Merzの銅版画をベルリン在住の写真家である Lutzeらが写真により複製したもので、
権限のない複製であること、およびそれを故意に販売したとして、Lutzeらが訴追されたもので
ある。Lutzeの作成した複製写真が、Merzの銅版画を「機械的に複製」したといえるか、あるい
は何らかの機械的ではないとされるような複製と言いうるか、という点が問題となった。
この点につき、専門家委員会が提出した鑑定書では、次のように主張された。すなわち、写真
による銅版画の模写は単なる「純粋に機械的な方法」として捉えられるべきであり、与えられた
作品をそのまま写しとらせる機械的手段に過ぎないため、当該複製写真は29条の「機械的量産」
に含まれ、違法な複製であるとされた。判決においてもこれが踏襲された。

４－２．ドイツ連邦決定の改正に向けた議論
３－３．でも言及された、ザクセン王国におけるドイツ連邦の改正に向けた議論の中で提出さ
れた三人委員会の草案では、複製物の更なる複製に対する権利について以下のような条文が置か
れている。
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47条 　オリジナルと異なる芸術様式、例えば銅版画・鋼版画・木版画・リトグラフ等（41
条）や、あるいは鋳像や塑造等（42条）により適法に制作された芸術作品の複製物
（Abbildung）は、複製者あるいはその権利承継者の同意なく量産されてはならない。

47条では、適法に、すなわち原作者の許諾を得た上で作成された芸術作品の複製が第三者に
よって無断で量産されることを禁止している。この規定はプロイセン著作権法29条の影響を強く
受けているものであるが、プロイセン著作権法における「純粋に機械的な方法により量産され
る」という文言ではなく、単に「量産される」と言い表された。これは、量産は単なる機械的な
行為だけではないことを踏まえたものである42。
また写真との関係についてはここでは言及されていないが、例示において銅版画・鋼版画・木
版画・リトグラフ等（41条）と版画類の例示に留まっていること、また41条の解説で写真と版画
を明確に分離していたこと43を鑑みると、当該規定は写真による芸術作品の複製には当てはまら
ないものと考えられる44。

４－３．写真による複製と版画による複製
４－１、及び４－２でも検討されてきたように、写真による絵画等の複製と版画によるそれは
異なるものとして扱われている。例えば三人委員会の草案では、41条に記載されていた写真等の
文言が47条ではないことから、写真による芸術作品の複製は47条の権利を享受しないと理解され
ている。そして、写真による絵画等の複製は、その原画に存在する精神的所有権において把握さ
れ、その限りにおいて許諾のない量産に対して保護される45。
写真において、ほぼ争いなくプロイセン著作権法29条が該当しないとされた理由としては、

『ティトゥスによるエルサレム破壊』複製銅版画の無断写真複製事件で見られたように、写真に
よる銅版画の模写は単なる「純粋に機械的な方法」として捉えられるべきであるとする見解が多
くを占め、その作業に何らかの複製者の意図や技芸が入り込む版画等とは異なるものとされたこ
とが挙げられる。そして写真を「純粋に機械的な方法」として捉える視点は、今度は写真自身が
保護客体足りうるか、という議論の中で、再度繰り返されることとなる。

むすびにかえて

本稿では、19世紀ドイツにおいて絵画等芸術作品の複製がどのように捉えられてきたのかにつ
き、当時の学説や判例、そして立法作業等を概観しつつ検討を行ってきた。絵画の複製に特有の
状況、そして絵画―版画―写真の関係性について、一定の議論状況を描き出すことができたと考
える。
なお不明確な部分は存在する。すなわち、どのような複製を違法とするのか、という点につい
て、「機械的量産」という枷を外したことでより曖昧になり、これについての検討が別途必要な
状況となっている。また、プロイセン法21条と29条との関係は、現代的な視点から言えば、複製
と翻案の区分が不明瞭であり、また複製物から汲み取る複製者の独自性についても、おそらく異
なっていることが予想される。しかしこれは他方で、何を独自とし、どこにその独自性があらわ



－（63）－

れていると見るのか、また何を同一であるとするのか、その線の引き方は歴史的な状況によって
変化しうるものであることも示していると考えられる。
本稿では、絵画の複製に関わる議論状況を大まかに捉えることを主眼としたため、細かな検討
を行うことができなかった。綿密に史料を読み込み、それを反映させた上でのより細かな検討に
ついては別稿で論じたい。
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